
 

日の出町創業支援補助金 申請の手引き 

 

 日の出町では、町内での創業を支援するため創業に要する経費の一部を補助

する制度を実施しております。 

この制度は、町内で創業しやすい体制をつくることで新たな需要や雇用の創

出を促進し、町内の産業振興及び活性化を図ることを目的とした補助制度です。 

 

補助対象者 次の 1.2.3 のいずれかに当てはまること 

なおかつ 4.5 両方の条件に合致する方 

 1.日の出町で新たに創業する方（令和７年２月末日までに創業する方） 

 2.創業後５年未満の方 

 3.第二創業を行う方 

（個人事業主、会社の代表者であって事業継承後５年未満の方、または令和７ 

 年２月末日までの間に事業継承を行う方で、「日本標準産業分類」の中分類を 

 越えた事業転換や新事業・新分野進出を行う方） 

 ※フランチャイズ契約による創業は対象外 

 ※町外在住者も対象 

 4.日の出町創業支援等事業計画に基づいた認定連携創業支援事業者の創業相 

談及び指導を受け、適切な事業計画を有している方 

認定連携創業支援事業者から推薦を得ている方 

 5.町・日の出町商工会及び地域と連携して、地域の活性化に貢献することが出 

来る方 

 

補助率 補助対象経費（税抜）の３分の２以内 

    ※概算ではなく必ず必要経費で申請してください。 

 

補助上限額 ５０万円 

 

補助対象経費  

 ☆創業に必要な官公庁への申請書作成等に係る経費 

 ☆事業所等の借入費（初期費用のみ） 

 ☆設備費 

 ☆マーケティング調査費 

 ☆広報費 



 

採択件数 ２件程度 ※審査結果により採択件数は変動します 

 

申請期間 令和６年７月 8 日(月)～令和６年８月１６日（金）まで（締切厳守） 

     ※申請に不備がある場合は受付でません。期間内に余裕をもって申請して下さい。 

 

申請方法 所定の申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付のうえ、 

     日の出町役場産業観光課商工観光係窓口へ直接提出してください。 

 

提出書類 申請書に添付した書類は返還しません。必要となる書類については、  

     写しを提出してください。 

      

①交付申請書（様式第１号） 

     ②事業計画書（別紙１） 

     ③収支予算書（別紙２） 

     ④町税の納付状況を確認できる書類 

(町外にお住まいの場合は、居住地の納税証明) 

⑤ア．個人事業の開廃業届出書の写し（個人事業主で既に開業している場合） 

       イ．登記事項証明の写し（法人で既に登記をすませている場合に限る） 

     ⑥営業許可書の写し 

（許認可を必要とする業種で、既に許認可を取得している場合） 

     ⑦補助対象経費の内訳を説明する書類 

     （見積書、またはカタログ等購入予定品の金額がわかるもの） 

      ※②③については、記入例を参考に作成してください。 

     ⑧認定連携創業支援事業者から発行された推薦書 

 

☀注意点☀ 

【事業計画書の作成について】 

⓵日の出町創業支援補助金の申請には事業計画書の提出が必要となります。 

事業計画書の作成にあたり日の出町創業支援等事業計画に基づいた認定連携創業支

援事業者の創業相談及び指導・助言を受けてください。 

 

 

申請書の入手方法 日の出町ホームページからダウンロードしてください。 

         ダウンロードが困難な場合は、産業観光課商工観光係で配布します。 

 



 

審査基準  

 ☆事業の実現性…経営理念や戦略は明確か、事業計画・事業規模は妥当か、 

熱意があるか 

 ☆事業の独創性…新規性・独創性はあるか、自社の強みは明確か 

 ☆事業の収益性…資金調達・売上計画・利益計画は妥当か 

 ☆事業の継続性…事業の継続性、地域経済への波及度はあるか 

 ☆日の出町の地域性の理解度…創業地に選定した理由は明確か 

 

 

申請から補助金交付までの流れ  

①交付申請書等の提出：７月８日(月)～８月１６日（金） 

②書類審査：８月下旬 

③面接審査：９月１３日（金） 

④交付決定後、事業開始（１０月上旬予定） 

 ※補助対象事業の中止や費用等に変更が生じる場合は事前にご相談ください 

⑤事業完了：令和７年 2 月 28 日（金） 

⑥実績報告の提出：令和７年３月７日（金）まで 

 ※実績が確認できるもの（購入品等の写真）と助成対象経費に係る領収書を添付してください。 

 ※実績報告までに認定特定創業支援事業（注）を受講していただく必要があります。 

⑦確定通知書・助成金の交付 

 

（注）認定特定創業支援事業…創業支援機関が実施する、セミナーや個別相談等で、 

  「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」各テーマ１回以上（合計４回以上） 

   受講すること。 

 

町と連携している創業支援機関 ※下線は認定特定創業支援事業 

 

 ①日の出町商工会 

 ②西武信用金庫  

 ③多摩信用金庫  

 ④青梅信用金庫 

 ⑤日本政策金融公庫 

 

 

 



 

・創業入門セミナー（経営） 

～創業への第一歩を私たちと一緒にスタートしてみませんか～

  創業前に押さえておきたいポイントをわかりやすく紹介します。 

  令和６年６月８日（土）午後１時～３時 10 分  

日の出町役場 3 階 第１・２会議室 

                                     

・創業相談会 

 詳細は西武信用金庫ホームページでご確認ください。 

 

上記セミナー及び創業相談会は、認定特定創業支援事業 

 の対象となります。 

 日の出町創業補助金の申請を検討している方は、合わせ 

てご参加ください。 

 

面接審査日程 令和６年９月１３日（金）午後 

       ※詳しい時間は、後日申請者に通知します。 

 

問合せ先 日の出町役場 産業観光課 商工観光係 

     電 話：042-588-4101（直通） 

     メール：sangyou@town.hinode.tokyo.jp 

                          

 

「自然豊かな緑の町」 

日の出町で創業してみませんか？ 
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